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都市整備部

平成 2 3 年 1 2 月 1 2 口

金 町 駅 南 口地 区 の 街 づ く りに つ い て

1 金 町六丁 目駅前地区第
一

種市街地再開発事業について

(1)こ れ までの経緯

金町六丁 目駅前地区市街地再開発準備組合 (以下 「準備組合」とい う。)で は、 これ

まで市街地再開発紅合 の設立に向けた関係権利者 の一
層 の理解 を得 るための活動 を

進 めてきた ところである。

このたび、都 市再開発法第 15条 第 1項 の規定に基づき、準備組合か ら区長 に対 し

「市街地再開発事業の施行地区 となるべき区域の公告」中請がな され,た。これ′を受 け、

区では同法第 15条 第 2項 において準用す る同法第 7条 の 3第 2項 及び第 3項 に基

づき、これ を公告す るとともに 2週 間公衆の縦覧に供す ることとし、公告の 日か ら3

0日 間、未登記の借地権を有す る者の申告 を受 け付 ける手続 きを開始 した。

なお、併せて広報かつ しか (11月 2511号 )と 区ホームページにより 「施行地区

となるべきIA域の公告 ・縦覧」及び 「未査記の借地権 を有す る者の中告」に係 る情報

提供 を開始 した。

※施行 区域図…裏 trlttHR

ll月 17再  「 施行地区 となるべき区域の公告」中請

11月 28日  施 行地区 となるべき区域の公 告

11月 28日 か ら 12月 12日 まで 縦 覧期 間

11_月 28日 か ら 12月 27日 まで 未 金記の借地権 中告期間

(2)今 後の予定

平成 24年 度 市 街地再開発組合設立

平成 25年 度 権 利変換計画認可

平成 25年 度 工 事着手



(施行区域図)


